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令和５年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ）

No 2 府 省 庁 名 内閣府地方創生推進事務局 

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（      ） 

要望 

項目名 
国家戦略特区における民間の再開発事業のために土地等を譲渡した場合の特例措置の延長 

要望内容 

（概要） 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要）

認定区域計画に定められた特定事業の用に供するため、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特

例等を適用できる制度。 

【所得税】軽減税率 15％ ⇒ 10％ 

（課税長期譲渡所得金額が２千万円を超える部分については 15％） 

【法人税】５％重課税の適用除外 

（ただし、法人税の重課は令和５年３月31日まで停止中） 

【譲渡期限】令和４年12月31日 

【事業要件】 

・当該事業の施行される土地の区域の面積が 500㎡以上であること。

・公益的施設を２以上（一定の施設は１以上）整備する事業であって一定の国家戦略特別区域法の規制の特例措

置の適用を受けること、又は専ら公益的施設の用に供する建築物等の整備を行う事業であること。 

・要望の内容

国家戦略特別区域法第 27条の４に規定される施設整備への土地供給者に対する軽減税率等について、その適用

期間を３年間延長する。

関係条文 

地方税法：附則第 34条の2 

所得税 ：租税特別措置法 第 31の 2、令 第 20の 2、規則 第 13の 3 

法人税 ：租税特別措置法 第 62の 3、令 第 38の4、規則 第 21の 19 

減収 

見込額 

（ ▲2.4 ）  ［平年度］  ―   （ ▲2.4 ）［初年度］　 ―    

［改正増減収額］　―   （単位：百万円） 

要望理由 

（１）政策目的 

大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力の

強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形成によって、世界で一番ビジネスのしやすい環境を創出するこ

とを目的とする。 

（２）施策の必要性 

産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を目標に掲げる国家戦略特区においては、規

制・制度改革をはじめとする成長に向けた課題解決にスピード感を持ち、政府一体となって民間活力の活用

による日本経済全体の生産性向上に取り組んでいく必要がある。 

本税制措置については、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の

形成につながる都市の再開発事業の早期取組を促す手段として事業の用に供する土地等を譲渡した者に対す

るインセンティブを付与することが有効であることから、本特例の延長措置を講ずる必要がある。 
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本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

政策５ 地方創生 

施策５ 地方創生に関する施策の推進 

政策の 

達成目標 

国家戦略特別区域法の下、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進し、産業の国際競争

力の強化及び国際的な経済活動の拠点形成につながる都市の再開発を促進することにより、我

が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することを目標とする。 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

３年間（令和５年１月１日～令和７年１２月３１ 日） 

同上の期間中

の達成目標 

我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、国家戦略特別区域における産業

の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を促進することにつながる都市の再開

発事業の早期取組に寄与していくことを目標とする。 

政策目標の 

達成状況 

本税制措置の要件となっている国家戦略特別区域法に基づく都市の再開発に関わる規制の特

例を受けた特定事業はこれまで 41事業あり、そのうち 1事業において用地確保に向けて本税制

の活用が検討されており当該事業が進捗していることから、都市の再開発に寄与している。 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

（適用見込事業者数） 

令和５年度以降：１事業（Ｐ） 

（地権者と今後交渉のため対象数は未定） 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

国家戦略特別区域法に基づく都市開発に関わる規制の特例措置は、これまで 41の事業が認定

を受けており都市開発が進められている。今後も 10事業が認定される見込みである。 
本税制措置は、これらの規制の特例を受けた都市の再開発事業の早期取組を図るため、事業の
用に供する土地等を譲渡した者に対してインセンティブを付与するものであり、都市の再開発
事業が早期に取り組まれることにより公益的施設の整備等が図られることから、産業の国際競
争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の促進につながるものとして有効である。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

国家戦略特区税制 

①特別償却又は法人税額の特別控除制度 

認定区域計画に定められた特定事業の実施主体が、特区において機械等を取得した場合、特別

償却又は税額控除。 

②国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置 

認定区域計画に定められた国家戦略民間都市再生事業の実施主体に対して、都市再生緊急整備

地域等において行われる都市再生事業の課税の特例を適用。 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

「国家戦略特区支援利子補給金」を要求。 
（令和４年度予算額 14百万円） 

（令和５年度要求額 15百万円） 
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上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

内閣総理大臣による認定を受けた区域計画に定められた特定事業に対し、上記の金融支援及び要

望税制措置等により、事業実施主体のニーズに合わせた支援を実施する。 

要望の措置の 

妥当性 

国家戦略特別区域は、大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進す

ることにより、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形成によって我

が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展につながることを目的とするものであり、課題解

決に向けてスピード感をもって取り組む必要がある。 

都市の再開発事業は通常長期にわたっており、特に事業用地の確保を円滑に行うことは重要

な要素の一つである。 

このため、本税制措置を活用して都市の再開発事業の用に供する土地等の譲渡を行った者へ

のインセンティブを付与することにより、都市の再開発事業の早期取組につながるとともに、

本措置の要件としてバスターミナル等の 11 の公益的施設を整備することを課していることか

ら、これらの施設の整備が促進されることで産業の競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点

形成にも寄与することから政策目的を達成する効果的な措置である。 
なお、措置の対象は国家戦略特別区域計画に定められた一定の事業の用に供する土地等の譲渡

に限定されており、必要最小限の措置である。 

税負担軽減措置等の 

適用実績 
― 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

― 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

国家戦略特別区域法に基づく都市開発に関わる規制の特例措置は、これまで 41の事業が認定

を受けており、公益的な施設としてバスターミナル等を含む都市の再開発事業を進められてい

る。このうち１事業においては本税制措置の具体的な活用が検討されていたことから、都市再

開発の事業用地の早期確保に資するインセンティブとして有効である。 

前回要望時の 

達成目標 

国家戦略特別区域法の下、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進し、産業の国際競争力

の強化、国際的な経済活動の拠点形成を促進することにより、国民経済の発展及び国民生活の

向上に寄与することを目的とする 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

国家戦略特別区域における都市開発に関わる規制の特例措置は、これまで 41の事業が認定を

受けた。このうち令和２年度から４年度までの間には９事業が認定されている。 

本税制措置は、これら規制の特例を受けた都市の再開発事業の早期取組を図るため、事業の

用に供する土地等を譲渡した者に対してインセンティブを付与するものであリ、これまで１事

業において税制活用に向けた検討が行われており当該事業は進捗しているが本税制については

開発関係者の事情により活用されなかった。 

今後も政策目的である産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成につなが

る都市の再開発の早期取組に資するインセンティブとして活用が見込まれるため、国家戦略特

別区域や都市の再開発を行う事業者と連携していく。 
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これまでの要望経緯 

○平成�27�年度…新設
〇平成�29�年度…適用期限の延長（３年）
〇令和２年度…適用期限の延長（３年）


